
  

 

 

 

 

    

 

【市長メッセージ】 

        新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行について 

５月８日から，新型コロナウイルス感染症は５類感染症へ移行します。 

医療提供体制は，幅広い医療機関による診療や入院受け入れなど季節性インフルエンザ

等と同じになりますが，病原性や感染力は変わりません。引き続き，高齢者等重症化リス

クの高い方に感染を広げないことやご自身を感染から守るため，マスクの着用が効果的な

場面では，着用を推奨します。 

また，手洗い等の手指衛生や，こまめな換気等は，日常的な感染症対策に有効であり， 

ワクチン接種についても，引き続き取り組んでいくことが大切です。 
 

 １  基本的な感染防止対策の継続 

マスクの着用は，個人の主体的な選択を尊重し，着用は個人の判断に委ねることが基本

です。ただし，ご自身を感染から守るため，混雑した場所に行くときは，マスクの着用が

効果的です。また，周囲の人に感染を広げないため，受診時や医療機関・高齢者施設等へ

の訪問時，通勤ラッシュ等混雑した場所では，マスクの着用を推奨します。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症の相談体制 

感染不安で受診先に迷った場合は「受診案内・相談ダイヤル（084-928-1350）」の 

活用を，また，感染判明後，自宅療養中の心配ごと等は「療養者相談ダイヤル 

（050-2018-5812）」の活用をお願いします。 

 

３ ＰＣＲセンターの終了 

５月７日までの受付で終了となります。５月８日以降に感染不安がある場合は市販の

検査キットなどを活用し，症状がある場合には，必要に応じてかかりつけ医へ受診をし

てください。 

 

４ ワクチン接種の検討 

５類移行後も，８月末までは高齢者や基礎疾患がある人など重症化リスクが高い人

や，医療機関・介護施設等の従事者に限り，新型コロナワクチンを接種できます。ま

た，９月以降はすべての人が接種の対象となります。無料で接種できますので， 

検討をお願いします。 

 

福山市では，市民生活や経済の回復に取り組んでまいりますので，引き続き，市民の皆さまには 

ご理解とご協力をお願いします。 
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※締め切りは，実施日の１週間前までとさせていただきます。お早めに申込みをお願いします。 

※申込が５人未満の場合は，中止します。その場合は，食生活改善推進員から連絡させていた 

だきます。 

 

当日，ご本人やご家族に体調不良がある場合の参加はご遠慮ください。 
 

とき・内容 

＜１回目＞ ７月 ６日 ９時 ３０分～ 

『 「ちょい増し習慣」で低栄養予防！ 』 

＜２回目＞ ９月２１日 ９時 ３０分～  

『 はじめよう！減塩 』   
食生活改善推進員による講義・参加者による調理実習と試食 

ところ 戸手交流館（旧戸手公民館）実習室 

対象者 
おおむね６５歳以上の方やそのご家族 

 （ご家族の年齢は問いません） 

定員 １５人程度 

持参物 
エプロン，三角巾（大判のハンカチまたは手ぬぐいでも可）， 

ふきん，筆記用具，マスク 

申込先 

問い合わせ先 

 

戸手交流館（旧戸手公民館） 

電話 ５２－５５３９ 

みんなで楽しく食生活のポイントについて 

学びましょう！ 

ばらのまち福山イメージキャラクター 

「フレイル予防ローラ」 

健康でいきいき過ごすための 

 

シニア食生活改善教室 

参加費無料 



２０２３年(令和５年)５月１５日(火)発行 〔３〕第２号 

 まちづくり推進委員会よりお知らせ 

第２３回戸手学区親睦グラウンドゴルフ大会のご案内 

日時：６月３日(土)※雨天の場合は６月４日(日) 

受付：８時から 競技開始：８時４５分 

場所：芦田川河川敷緑地公園 

申込期間：５月１６日(火)～２５日(木) 

詳細は，別途全戸配布の緑色のチラシ(申込書付)をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

戸手学区体育会地域スポーツ教室 
日 時：５月２７日(土)午前９時００分～１１時００分 

場 所：芦田川河川敷緑地公園 

※用具が無い方は主催者で準備します。お気軽にご参加ください。  

練習会 

 

５月は「自転車マナーアップ強化月間」です。ルール・マナーを守っていても，

事故に遭う可能性があります。事故による被害を軽減するために，ヘルメット

を着用しましょう。 

自転車安全利用五則(令和４年11月改定) 

①車道が原則，左側を通行  

歩道は例外，歩行者を優先 

②交差点では信号と一時停止を守って，

安全確認 

③夜間はライトを点灯 

④飲酒運転は禁止 

⑤ヘルメットを着用 



２０２３年(令和５年)５月１５日(火)発行 〔４〕第２号 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

○問い合わせ先；北部建設産業課(☎０８４－９７６－８８０７)      

 

 

 

 

 

 

 

 

交流館のばら 

 

 

 

 

 

 

○戸手学区の土木常設員 

担当区域 土木常設員名 電 話 番 号 

上戸手 平 田  隆 信 51-3476 

上戸手沖 平 田 節 治 090-8362-1684 

中戸手 馬屋原  俊明 090-7545-5047 

中戸手沖 林 日 出 人 090-4387-9507 

下戸手 檀 田  壽 正 090-1182-2016 

 ゴールデンウイークもあっという間に終わってしまいましたが，皆さまど

のように過ごされましたか？遠くに暮らされる家族・親族の方と久しぶりの再

会でゆっくりと過ごされた方・アクティブに動かれた方など有意義になってい

れば幸いです。初夏を迎え，戸手交流館のばらもぼちぼちと咲き始めました。 

通りがかりの際にはご覧ください。 

 第５６回 福山ばら祭り２０２３が，５月 27 日(土)・28 日(日)に開催され

ます。ローズパレードが 4 年ぶりに復活！大道芸やステージパフォーマンス・

グルメ広場など，イベント盛り沢山☆☆ 詳しくはこちらから→ 

 

福山市土木常設員 

制度について 

福山市では，道路，橋りょうなどの適正な維

持管理のため，学区自治会連合会長の推薦に

基づいて，土木常設員を配置しています 

○土木常設員の主な職務 

おおむね次の事項について市に協力することを職務

としています。 

①道路，橋りょう，河川および堤塘並びにそれらの 

付属工作物の維持管理に関すること 

②水防，水利に関すること 

③道路および公有地の境界に関すること 

○土木常設員の同意・承認などが必要となる書類 

①境界確認申請②公用廃止③道路占用許可申請④公

共用地使用許可申請⑤道路(水路)工事施行承認申請 

○土木・農林関係への要望 

移動図書館のぞみ号 

６月のお知らせ 

６月１５日（木） 

    １１：１０～ 

      １１：５０ 

福山市図書館キャラクター 
 としょ子 


